
 

森林環境譲与税の活用に向けた基本方針 

～当面５年間（令和元年～令和５年）の考え方～ 

 

新篠津村 

 

本村の森林面積は２０５haで、総面積の約３％を占めています。その内一般民有林は

１６７haすべて村有林となっており、防風保安林に指定されています。村では、森林の

有する防風機能等公益的機能の持続的発揮に向けて、これまで継続的な森林の整備を進め

てきましたが、未整備森林が多いのも現状です。このため、本村では、国から譲与される

森林環境譲与税を有効に活用して、次の方針に基づき、適切な森林の整備やその促進につ

ながる取組を計画的かつ効果的に進めます。 

 

１ 森林整備の推進 

 本村の民有林は全て村有林となっているため、森林譲与税の活用は考えておりません。 

 

２ 人材育成・担い手確保 

 村内で森林整備事業等を実施し、北海道林業事業体登録制度に登録している事業者は

ありません。このため直接的な取組はできませんが、近隣市町村の関係者と連携を図り

ながら、新規就業者の確保へ向けた村内在住者への PR活動など間接的に携われる取組等

を進めます。 

 

３ 木材利用の促進 

 森林環境譲与税を活用した森林整備は実施しないため、木材利用等に関しても検討し

ておりません。 

 

４ 普及啓発 

 林野火災予防等を積極的に進めるとともに、防風保安林の果たす役割や整備の必要性

などについて、村内の住民はもとより都市住民の理解の促進を図るため、村有林を活用

した森林環境教育や植樹活動のほか、都市住民と交流する木育活動などを進めます。 


